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☆… 相談の窓口 …☆ 

 

● 概要 

 

○ この度の大雨災害の総合的な相談窓口となります。 

 

○ 様々な制度につきまして、次ページ以降に大まかな概要を記載しております。 

 

○ 詳しくは、各制度の下方に記載しております「問合せ先」に、ご相談いただけま

すよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

【本庁】 

【相談の総合窓口】 

担当課 電話番号 

危機管理課 ０１８２－３５－２１９５ 

 

 

【地域局】 

【地域の総合窓口】 

担当課 電話番号 

横手地域課 ０１８２－３２－２７０１ 

増田地域課 ０１８２－４５－５５１０ 

平鹿地域課 ０１８２－２４－１１１１ 

雄物川地域課 ０１８２－２２－２１１１ 

大森地域課 ０１８２－２６－２１１１ 

十文字地域課 ０１８２－４２－５１１１ 

山内地域課 ０１８２－５３－２１１１ 

大雄地域課 ０１８２－５２－２１１１ 
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被害調査・り災証明書・り災届出証明書の発行 

 

● 概要 

被害を受けた家屋の調査に基づき、建物所有者または当該建物に居住されている方

に、「り災証明書」または「り災届出証明書」を発行いたします。 

保険の請求や各種制度ご利用の際に、必要とされる証明書となります。 

 

○ 申請に必要なもの   ・「り災証明願」または「り災届出証明願」 

※書類は、下記窓口にあります。 

            ・印鑑、本人確認書類（自動車運転免許証など） 

              ※水害により喪失された方は担当までご相談ください。 

            ・被害を受けた家屋等の写真 

 

○ 申請・発行・受け取り・問合せ場所 

 【本 庁】（申請・発行・受け取り・問合せ） 

税務課    ☎０１８２－３２－２７６７ 

           【地域局】（申請・受け取り・問合せ） 

横手地域課  ☎０１８２－３２－２７０１ 

             増田地域課  ☎０１８２－４５－５５１０ 

             平鹿地域課  ☎０１８２－２４－１１１１ 

             雄物川地域課 ☎０１８２－２２－２１１１ 

             大森地域課  ☎０１８２－２６－２１１１ 

             十文字地域課 ☎０１８２－４２－５１１１ 

             山内地域課  ☎０１８２－５３－２１１１ 

             大雄地域課  ☎０１８２－５２－２１１１ 

 

○ 申請・発行の時間   平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 ※税務課、横手地域課、雄物川地域課、大森地域課、大雄地域課においては、平成２９年７月２９、

３０日（土・日）も午前９時から午後４時まで、申請受け付け・発行業務を行います。 

 

○ 証明書発行までの流れ 

被害を受けた方が市役所（上記記載）に連絡・申請 ⇒ 被害調査 ⇒ 証明書発行 

※「り災証明書」「り災届出証明書」は、調査が完了した家屋から順次、発行します。 

 

○ 「り災証明書」と「り災届出証明書」の違い 

【り 災 証 明 書】＝災害にあった居宅・併用住宅で、市が状況を確認できる場合 

【り災届出証明書】＝非住宅（車庫等）、動産等で、市が状況を確認できない場合 
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横手市長　高橋　大大　　様

㊞

㊞

下記事項について証明願います。

平成29年7月22日・23日の集中豪雨による

横手市

□

□ （所有者： ) □

□

□　全壊

□　大規模半壊

□　半壊

□　一部破損

□　床上浸水

□　床下浸水

上記のとおり相違ないことを証明します。

平成　　　年　　　月　　　日

横手市長 髙　橋　大　大

※　太枠の中を記入してください。

※　ここからは記入しないでください。

り 災 証 明 書

被 害 の 程 度

男 ・ 女

男 ・ 女

り災世帯の構成員
※り災当時のもの

男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

非住宅

貸家

氏　　　　名 続　柄 性　別 生年月日

り 災 日 時 及 びり 災 理由

り 災 家 屋 等 の 所 在 地

建 物 の 種 別

持家

借家

代理人
氏　名

電 話

申請者との関係

平成　　　年　　　月　　　日

り 災 証 明 願

連絡先 電 話

住　所

住　所

申請者
氏　名

現在の 住 所
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様式第２号(第３条関係) 

 

り災届出証明願 

 

 

年  月  日  

 

 横手市長 様 

 

 

 

申請者 住 所            

 

氏 名           印  

 

 

    年  月  日の  大雨被害 により、次のとおりり災の状況を届出した

ことを証明願います。 

1 り災物件 
  

2 り災場所 
  

3 り災状況 
  

4 添付書類 位置図 

 

 

 上記のとおりり災の届出があったことを証明します。 

 

      年  月  日 

 

 

横手市長          印 
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災害ごみ等の取り扱い 

 

● 大森地域 

  仮置き場を設置いたしましたので、災害ごみは仮置き場へ搬入してください。 

 

○ 仮置き場の場所 大森町松原団地内松原公園（通称おまつり広場） 

 

○ 受入期間    平成２９年８月２日（水）以降は搬入許可証が必要となります。 

 

○ 受入時間    午前９時～午後５時 

 

○ 搬入可能なごみ 

・水害で被災した家庭及び事業所の水濡れ損のごみ 

・漂着ごみ 

・復旧するために捨てなければならないごみ 

 

※基本的には上記のすべてのごみを対象といたしますが、農薬や事業所で使用する薬品類は

市で処分できず、持ち込むことはできません。購入先にご相談ください。 

※生ごみや紙おむつ等、衛生上適当でないものは、通常の回収にお出しください。また、スプレ

ー缶やカセットボンベについても同様となります。 

 

○ ごみの分別 

草・土砂、流木（太い木材）、家電製品、その他（家具、家財、布団、衣類、ガラ

ス、せともの、金物類）に分けて搬入くださいますようお願いいたします。 

特に、その他ごみの中で金物類については出来るだけ分けて搬入してください。 

 

○ 仮置き場までの運搬 

搬入される方のご負担でお願いします。 

 

○ 仮置き場以外への搬入 

「クリーンプラザよこて」に個別に搬入した場合は、災害関連のごみでありまして

も手数料が発生いたします。できるだけ仮置き場へお持ち込みください。 

 

※仮置き場閉鎖後の災害ごみの取り扱いは現在、検討中です。 

 

 

問合せ先 【大森市民サービス課】 ☎０１８２－２６－２１１５ 
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● 横手地域 

 家屋が浸水して使われなくなった家財道具などは、横手地域局発行の「災害ゴミ搬

入許可証」により、「クリーンプラザよこて」内仮置き場に無料で搬入いただけます。 

 流れてきた泥や木などは、市で回収しますので、集積所の横に出し、横手地域局横

手地域課へ連絡してください。 

  

○ 仮置き場の場所  「クリーンプラザよこて」内仮置き場 

○ 期間       現在調整中 

○ 受入れ時間    月曜日から土曜日 午前８時３０分～午後４時３０分 

 ７月３０日（日）のみ 午前８時３０分～午後４時３０分 

○ 仮置き場への搬入 

・横手地域局または横手地域内各公民館で、「災害ゴミ搬入許可証」を発行いたしま

す（平日のみ発行します。ただし、７月２９日（土）、３０日（日）は横手地域局

でのみ発行いたします）。 

・許可手続きが済みましたら直接、「クリーンプラザよこて」内仮置き場に搬入して

ください（搬入にあたっては、クリーンプラザよこて係員の指示に従ってください）。 

 

災害ゴミ搬入許可証（チケット型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 泥、流木の取り扱い 

・泥等は土のう袋等に入れて、ごみ集積所の横にまとめて置いてください。 

・流木等、袋に入らないものは、縛るなどしてまとめてください。 

・７月３１日（月）までに集積所へ出してください。また、横手地域局への集積所番

号の連絡につきましても、忘れずにお願いいたします。 

 

問合せ先 【横手地域課（消防署隣り）】 ☎０１８２－３２－２７０１ 
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● その他の地域 

 災害ごみの処理につきましては、お住まいの地域局までご相談ください。 

 

 

・増田市民サービス課   ☎０１８２－４５－５５１４ 

・平鹿市民サービス課   ☎０１８２－２４－０００７（ゆとり館内） 

・雄物川市民サービス課  ☎０１８２－２２－２１５６ 

・十文字市民サービス課  ☎０１８２－４２－５１１４ 

 ・山内市民サービス課   ☎０１８２－５３－２９３２ 

 ・大雄地域課       ☎０１８２－５２－２１１１ 

 

 

 

 

 

● し尿等汲み取りに関するご相談 

 水が流入し、緊急性の高い家屋につきましては、生活環境課までお気軽にご相談く

ださい。 

 

問合せ先 【市民生活部生活環境課】 ☎０１８２－３５－２１８４ 

 

 

 

 

● 水洗トイレに関するご相談 

 

問合せ先 【上下水道部下水道課】 ☎０１８２－３５－２２５３ 
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給 付 等 制 度 

 

● 見舞金 

家屋が床上浸水するなどの被害を受けた市民の方に、災害見舞金を支給いたします。 

 

制度の名称 災害見舞金 

制度の内容 

この度の大雨により、家屋が床上浸水するなど、被害を受けた市

民の方に、被害の状況に応じて５万円または３万円の災害見舞金を

支給いたします。 

利用できる方 

Ａ．横手市民の方で、現在、住んでいる住宅 

①土砂や竹木等の流入、堆積により、全壊もしくは半壊した場合 

…５万円 

②床上浸水した場合…３万円 

③半壊には該当しないが、土砂や竹木等の流入、堆積により、一

時的に居住できなかった場合…３万円 

 

Ｂ．横手市民の方が所有し、固定資産課税台帳に登録されている建

物で事務所、事業用建物（店舗等）等の用に供しているもの 

①土砂や竹木等の流入、堆積により、全壊もしくは半壊した場合 

…３万円 

※Ａ－①とＢ－①が重複する場合は５万円となります。 

申請の方法 
支給の方法が決定次第、お知らせいたします。 

※詳細は未定です。 

申請書類 

なし 

※「り災証明書」（コピー可）など、被災状況がわかる書類をご提出

いただく場合があります。 

利用の時期  当面の間 

問合せ先 【健康福祉部社会福祉課】 ☎０１８２－３５－２１３２ 
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● 共済 

共済に加入されている方が不慮の災害にあったとき、入院治療期間につき共済金が

支給されます。 

 

制度の名称 不慮の災害共済 

制度の内容 

共済に加入されている方が不慮の災害にあったとき、入院治療期

間につき共済金が支給されます。 

 通院治療期間は対象になりません。 

 

【Ⅰ 共済金の額】 

入院（１日当たり）＝※ １，１００円 

死亡された場合 ６００，０００円 

後遺障害を負われた場合 ３００，０００円～６００，０００円 

※入院の場合の最低保障額＝１５，０００円、支払上限額１１万円 

 

【Ⅱ 不慮の災害とは…】 

 急激かつ偶然の外来の事故による死傷をいいます。 

例えば、道路上でないため交通事故にならなかった自動車等に

よる事故、作業中の事故、スポーツ中の事故、地震や火災、風水

害などによる災害がこれにあたります。 

利用できる方 共済に加入されている不慮の災害にあった方 

申請の方法 地域づくり支援課または各地域局地域課にご相談ください。 

申請書類 
共済金を請求するときに必要な書類は、地域づくり支援課または

各地域局地域課にあります。 

利用の時期 
【請求できる期間】 

災害が発生した日から２年以内となります。 

問合せ先 
【まちづくり推進部地域づくり支援課】 

☎０１８２－３５－２２６６ 
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貸 付 制 度 

 

● 市営住宅 

被災された方は、市営住宅へ短期入居することができます。 

 

制度の名称 市営住宅への短期入居 

制度の内容 

床上浸水などで自宅に居住することが困難となった方が、市

営住宅の一部の空家に短期入居できる制度となります。 

 

【入居期間】 最大３か月 

【利用料金】 無料（光熱水費等は入居者負担となります） 

【入居条件】 通常の入居の場合に必要となる要件（収入、同居

親族等）は、入居の条件とはいたしません。 

※詳しくは、チラシをご覧ください。 

利用できる方 

大雨被害により住宅に居住することが困難な市民の方 

※住宅の「り災証明書（床上浸水等）」があることが条件となりま

す。 

申請の方法 
建築住宅課または大森地域局地域課産業建設係へ下記申請書類

を提出してください。 

申請書類 

・行政財産使用許可申請書 

・誓約書 

・り災証明書（コピー可） 

・入居される方全員分の住民票 

利用の時期 
【第１次申請締切日】７月３１日（月）１７時まで 

【第２次申請締切日】８月 ３日（木）１７時まで 

問合せ先 
【建設部建築住宅課】   ☎０１８２－３５－２２２４ 

【大森地域課産業建設係】 ☎０１８２－２６－２１１６ 
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減 免 等 制 度 

 

● 市民生活関係（戸籍全部事項証明等） 

被災による様々な手続きに必要な「戸籍全部事項証明（謄本）」「印鑑登録証明」「住

民票の写し」等の手数料を免除いたします。 

 

制度の名称 市民生活関係の手数料の免除 

制度の内容 

免除する事項   横手市手数料条例別表２に定める事項 

         戸籍全部事項証明（謄本） 

         戸籍個人事項証明（抄本） 

         戸籍記載事項証明書 

         除籍全部事項証明 

         除籍個人事項証明 

         除籍記載事項証明書 

         戸籍届出の受理証明書 

         届出書閲覧 

         印鑑登録証の交付 

         印鑑登録証の再交付 

         印鑑登録改印 

         印鑑登録証明 

         住民票の写し 

         住民票記載事項証明 

戸籍の附票の写し 

         身分に関する証明 

         住民基本台帳の閲覧 

         広域交付住民票の交付 

         通知カードの再交付 

         個人番号カードの再交付 

         自動車の臨時運行の許可 

利用できる方 被災された方 

申請の方法 

・被災を原因とする手続き内容の申出 

・窓口での申請書への記入 

※市民課または各地域局市民サービス課にご相談ください。 
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申請書類 

【窓口での本人確認書類】 

・運転免許証、個人番号カードなど、顔写真付きのものは１点 

・健康保険証、介護保険証、年金証書など、顔写真付きでないもの

は２点 

※水害により喪失された方は、担当課までご相談ください。 

利用の時期 当面の間 

問合せ先 【市民生活部市民課】 ☎０１８２－３５－２１７６ 

 

 

 

 

 

● 市民生活関係（課税に関する証明等） 

被災による様々な手続きに必要な「課税に関する証明」「資産に関する証明」等の

手数料を免除いたします。 

 

制度の名称 市民生活関係の手数料の免除 

制度の内容 

免除する事項   営業に関する証明 

         課税に関する証明 

         所得に関する証明 

         資産に関する証明 

         住宅用家屋の認定 

         固定資産課税台帳の閲覧 

         土地台帳又は家屋台帳の閲覧 

         固定資産課税台帳兼名寄帳の写し 

         公図の写し 

         納税に関する証明 

         介護保険料の納付に関する証明   

利用できる方 被災された方 

申請の方法 

・被災を原因とする手続き内容の申出 

・窓口での申請書への記入 

※税務課または各地域局市民サービス課にご相談ください。 



14 

申請書類 

【窓口での本人確認書類】 

・運転免許証、個人番号カードなど、顔写真付きのものは１点 

・健康保険証、介護保険証、年金証書など、顔写真付きでないもの

は２点 

※水害により喪失された方は、担当課までご相談ください。 

利用の時期 当面の間 

問合せ先 【市民生活部税務課】 ☎０１８２－３２－２５１０ 

 

 

 

 

 

● 温泉入浴 

被災された方や災害ボランティアの方が温泉施設を利用した場合は、入浴料を免除

いたします。 

 

制度の名称 大雨被災者及び災害ボランティア温泉入浴料の無料化 

制度の内容 

大雨災害により自宅のお風呂が使えないなど、入浴ができなくな

った方や、災害ボランティアとして活動された方の入浴料（日帰り

分）を無料といたします。 

 

○ 利用できる温泉施設 

【大森地域】「さくら荘」「大森健康温泉」 

【雄物川地域】「雄川荘」「えがおの丘」「ゆとりおん大雄」 

利用できる方 
・大雨災害により被災し、入浴できない方 

・この度の災害に関し、ボランティア活動をされた方 

申請の方法 
各温泉施設の窓口において、「被災されたこと」、または「ボラン

ティア活動をしたこと」を口頭でお申し出ください。 

申請書類  なし 

利用の時期 ７月２９日（土）～８月４日（金） 

問合せ先 【健康福祉部社会福祉課】 ☎０１８２－３５－２１３２ 
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● 介護保険 

介護保険の利用者負担額を減額、免除いたします。 

 

制度の名称 介護保険利用者負担額の減免 

制度の内容 

大雨災害により自宅の家屋が損害した被保険者が介護サービスを

利用した際に、その利用者負担額（１割または２割）を減額・免除

いたします。 

利用できる方 

・大雨災害により自宅の家屋が損害し、り災証明書によって「半壊」

「全壊」「床上浸水」に該当された方 

※災害時に施設サービス等を利用している方は除きます。 

申請の方法 
高齢ふれあい課または各地域局市民サービス課で窓口申請できる

ほか、郵送申請も受け付けております。 

申請書類 
・横手市介護保険利用者負担額減額・免除申請書及び同意書 

・り災証明書（コピー可） 

利用の時期 
・減免対象は７月～９月利用分となります。 

・申請期限は８月末日となります。 

問合せ先 【健康福祉部高齢ふれあい課】 ☎０１８２－３５－２１３４ 
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● 国民年金保険料 

天災等で被災され、保険料を納付することが著しく困難な場合は、申請により国民

年金保険料の免除や納付猶予を受けることができます。 

 

制度の名称 国民年金保険料の免除等 

制度の内容 

国民年金保険料（第１号被保険者の保険料）については、風水害

等の災害により大きな被害を受け納付が困難な場合に、申請をして

承認されると、保険料の全額または一部が免除される制度がありま

す。 

対象となる災害は、震災・風水害・火災その他これらに類する災

害で、被保険者本人・配偶者・世帯主所有に係る住宅、家財その他

の財産につき、被害金額がその価格の概ね１/２以上の損害を受けた

場合が対象となります。 

利用できる方 

・被災された方（国民年金第１号被保険者である本人・配偶者・世

帯主） 

※ただし、学生は除きます。 

申請の方法 
申請に必要な書類を、国保年金課または各地域局市民サービス課

の年金担当へ提出してください。 

申請書類 

・国民年金保険料免除 

・納付猶予申請書 

・り災証明書（原本）           …ほか 

利用の時期 

【免除期間】 

事由の生じた月の前月から通常の免除期間終了月（翌年の６月） 

※ただし、保険料納付済の期間や一部免除の承認期間は認められま

せん。 

問合せ先 【市民生活部国保年金課】 ☎０１８２－３５－２１８６ 
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● 国民健康保険 

天災等で被災され、医療費の窓口一部負担金について、支払いが困難と認められる

場合、申請により減額、免除または徴収猶予ができる場合があります。 

  

制度の名称 国民健康保険一部負担金の減額、免除、徴収猶予 

制度の内容 

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、資産に大

きな被害を受け支払いが困難な場合に、申請をして承認されると、

医療費の一部負担金の減額や免除、または徴収猶予ができることが

あります。 

 

【一部負担金の減免】 

・資産の価格の４/１０以上５/１０未満の損害を受けたとき…５割 

・資産の価格の５/１０以上の損害を受けたとき…１０割  

 

【一部負担金の徴収猶予】  

・資産の価格の３/１０以上の損害を受けたとき 

利用できる方 国民健康保険に加入している被災された方 

申請の方法 
申請に必要な書類を、市役所本庁の国保年金課または各地域局市

民サービス課の国保担当へ提出してください。 

申請書類 

・一部負担金減免申請書または一部負担金徴収猶予申請書 

・同意書 

・世帯構成、収入等申告書 

・り災証明書（コピー可） 

・預貯金通帳（一部負担金減免申請の場合） 

・印鑑（スタンプ印以外）             …ほか 

利用の時期 

【一部負担金の減免】 

申請日から３か月以内 

 

【一部負担金の徴収猶予】  

 申請日から６か月以内 

問合せ先 【市民生活部国保年金課】 ☎０１８２－３５－２１８６ 
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● 後期高齢者医療制度 

天災等で被災され、医療費の窓口一部負担金について、支払いが困難と認められる

場合、申請により減額、免除または徴収猶予ができる場合があります。 

 

制度の名称 後期高齢者医療一部負担金の減額、免除、徴収猶予 

制度の内容 

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家

財その他財産に大きな被害を受け支払いが困難な場合に、申請をし

て承認されると、医療費の一部負担金の減額や免除、または徴収猶

予ができることがあります。 

 

【一部負担金の減免】 

・資産の価格の３/１０以上５/１０未満の損害を受けたとき…５割 

・資産の価格５/１０以上の損害を受けたとき…１０割  

 

【一部負担金の徴収猶予】  

・所得や財産等の状況により審査、判定 

利用できる方 後期高齢者医療保険に加入されている被災された方 

申請の方法 
申請に必要な書類を、市役所本庁の国保年金課または各地域局市

民サービス課の後期高齢者担当へ提出してください。 

申請書類 

・一部負担金減免及び徴収猶予申請書 

・収入等申告書 

・同意書 

・り災証明書（コピー可） 

・預貯金通帳（一部負担金減免申請の場合） 

・印鑑（スタンプ印以外）            …ほか 

利用の時期 

【一部負担金の減免】 

申請日から６か月以内 

 

【一部負担金の徴収猶予】  

 申請日から６か月以内 

問合せ先 【市民生活部国保年金課】 ☎０１８２－３５－２１８６ 
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● 国民健康保険税等 

天災等で被災され、徴収猶予を行ってもなお納付が困難と認められる場合、申請に

より、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を減免できる場合があり

ます。 

 

制度の名称 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免 

制度の内容 

【軽減または免除の割合】 
■被保険者又はその属する世帯の世帯主等が、震災、風水害、火災
その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産に

ついて著しい損害を受けたとき 
 
１ 住宅又は家財の損害の程度が１０分の３以上（※）１０分の５

未満のとき。 
（１）前年の合計所得金額が５００万円以下の者…２分の１ 

（２）前年の合計所得金額が７５０万円以下の者…４分の１ 
（３）前年の合計所得金額が１，０００万円以下の者…８分の１ 
※＝住宅又は家財の損害の程度が１０分の３以上とは、床上浸水以

上を想定しています。 
 
２ 住宅又は家財の損害の程度が１０分の５以上のとき。 

（１）前年の合計所得金額が５００万円以下の者…全部 
（２）前年の合計所得金額が７５０万円以下の者…２分の１ 
（３）前年の合計所得金額が１，０００万円以下の者…４分の１ 
 
■農作物の被害によるとき 
①国保・介護 
農作物の被害額の合計が、平年における農作物による収入額の合

計の 
１０分の３以上のとき。 

（１）前年の合計所得金額が３００万円以下の者 
（国保は、所得割のうち農業所得に係る額（以下同じ）） 

…１０分の１０ 
（２）前年の合計所得金額が４００万円以下の者…１０分の８ 
（３）前年の合計所得金額が５５０万円以下の者…１０分の６ 
（４）前年の合計所得金額が７５０万円以下の者…１０分の４ 
（５）前年の合計所得金額が１，０００万円以下の者…１０分の２ 
 
②後期 
前年の収入金額との減少の割合による。 

（１）無収入…１０分の１０ 
（２）３分の２以上…１０分の５ 
（３）２分の１以上…１０分の３ 
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利用できる方 
浸水被害により上記に該当する方で、納期限が未到来の保険税

（料）がある方。 

申請の方法 

税務課または各地域局市民サービス課に申請書類を提出してくだ

さい。 

※納期限７日前までの申請が必要です。 

申請書類 

・減免申請書 

・り災証明書（コピー可） 

・保険金交付通知（受け取り保険金がある場合）   …ほか 

利用の時期 被災された年度の保険税（料） 

問合せ先 【市民生活部税務課保険税係】 ☎０１８２－３２－２５１０ 
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● 固定資産税 

天災等で被災され、著しく価値を減じた固定資産について、減免ができる場合があ

ります。 

 

制度の名称 固定資産税の減免 

制度の内容 

災害（震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害）に

より、被害を受けた固定資産（農地又は宅地、家屋、農地又は宅地

以外の土地、償却資産）につき、申請をして承認されると減免でき

る場合があります。 

 

【減免の割合】 

・（農地又は宅地）１０分の１０から１０分の４ 

（１）被害面積が当該土地の面積の１０分の８以上であるとき 

（２）被害面積が当該土地の面積の１０分の６以上１０分の８ 

未満であるとき。 

（３）被害面積が当該土地の面積の１０分の４以上１０分の６ 

未満であるとき。 

（４）被害面積が当該土地の面積の１０分の２以上１０分の４ 

未満であるとき。 

・（家屋）１０分の１０から１０分の４ 

（１）全壊、全焼、流失、埋没等により家屋の原形をとどめな 

いとき、又は復旧不能のとき。 

（２）主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合 

で当該家屋の価格の１０分の６以上の価値を減じたとき。 

（３）屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用 

目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の１０分の４ 

以上１０分の６未満の価値を減じたとき。 

（４）下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修 

理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の１０ 

分の２以上１０分の４未満の価格を減じたとき。 

・（農地又は宅地以外の土地） 農地又は宅地に準ずる。 

・（償却資産） 家屋に準ずる。 

利用できる方 被災された方（納税義務者） 

申請の方法 
税務課または各地域局市民サービス課に申請書類を提出してくだ

さい。 
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申請書類 

・固定資産税減免申請書 

・り災証明書（コピー可） 

・印鑑（スタンプ印以外）            …ほか 

利用の時期 納期限前７日までに、書類を提出してください。 

問合せ先 【市民生活部税務課資産税係】 ☎０１８２－３２－２７６７ 

 

 

 

 

 

● 市税徴収 

市税等の徴収を猶予し、分割納付とすることができます。 

 

制度の名称 市税の徴収猶予（市・県民税、固定資産税、軽自動車税等） 

制度の内容 

納税者または特別徴収義務者が、その財産につき、震災、風水害、

火災その他の災害を受けた場合、その者の申請に基づき、１年以内

の期間を限り、その徴収を猶予することができます。 

この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、または納

入すべき期限を定めることができます。 

なお、徴収猶予の期間は原則１年ですが、納税者等が１年以内に

納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、

その徴収猶予する期間を２年以内とすることができます。 

利用できる方 被災された方（納税義務者又は特別徴収納税義務者） 

申請の方法 
納税相談 

※事前に収納課に相談日時を連絡してください。 

申請書類 

・徴収猶予申請書 

・り災証明書（コピー可） 

※納税相談の際に、印鑑をお持ちください。 

利用の時期 随時 

問合せ先 【市民生活部収納課】 ☎０１８２－３２－２５１８ 
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● 上下水道 

被災に伴って清掃等に使用した水道・下水道の水量を減免（上下水道料金等の減免）

します。 

 

制度の名称 上下水道料金等の減免 

制度の内容 

この度の大雨による被災に伴って、清掃等に使用した水道水等の

水量を減免します。 

ただし、減免水量は、り災日を含む検針月の使用水量が前３か月

の平均使用水量を超えた場合の差となるため、必ず減免になるもの

でないことをご承知ください。 

利用できる方 
この度の大雨により被災した家屋で、水道または下水道（公共下

水道または集落排水施設）を利用されている方 

申請の方法 

【申請手順】 

１．各地域課から次の用紙をもらってください。 

①「り災証明願」または「り災届出証明願」 

②「水道使用水量等の減免申請書」 

２．「り災証明願」または「り災届出証明願」に記入し、地域課へ

提出してください。 

３．申請先の地域課から「り災証明」または「り災届出証明」を

受け取ってください。 

４．「水道使用水量等の減免申請書」に記入し、「り災（届出）証

明」を添えて地域課へ申請してください。 

５．減免の可否については、水道お客様センターから通知が届き

ます。 

申請書類 
・水道使用水量等の減免申請書 

・添付書類：「り災証明」または「り災届出証明」（写しでも可） 

利用の時期 

り災日を含む次回直近の検針により使用水量を確認いただき、水

道使用水量等が例月より多いと判断される場合に、手続きをお願い

いたします。 

問合せ先 【上下水道部経営管理課】 ☎０１８２－３５－２２５１ 
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農 業 関 係 の 制 度 

 

● 園芸作物の災害復旧対策支援補助金 

被災した園芸作物等について、大雨に起因して行った病害虫防除に係る費用の一部

を支援します。 

 

制度の名称 園芸作物災害復旧対策支援事業 

制度の内容 

この度の大雨災害により被害を受けた園芸作物等について、生産

維持のため災害に起因して使用した病害虫防除薬剤に係る費用の一

部を助成します。 

 

○補助対象事業費 被災した対象作物について、今年度の出荷をす 

         るために被災後に散布した病害虫防除薬剤に係 

         る費用 

○補 助 率   補助対象事業費（税抜）の１／２以内。 

○助成限度額   １０ａ当たり １５,０００円 

対象作物 
西瓜・きゅうり・トマト・枝豆・アスパラガス・花き・ネギ・ほ

うれん草等。 

利用できる方 

対象作物を作付けしている販売農家・法人の皆様等 

※１ 販売農家とは、概ね経営面積が３０ａ以上か農産物販売額が

５０万円以上の農家の皆様といたします。 

※２ 市税等の滞納がない方といたします。 

申請の方法 
農林部農業振興課または各地域局地域課に、必要書類を添えて事

業申込書を提出してください。 

申請書類 

・事業の申込書 

・申請対象物件が被災したことを証明するもの（り災証明書・被災

写真等） 

・購買明細書または見積書等の写し 

利用の時期 

作物収穫後に散布実績に基づき、補助金を交付します。 

※事業完了後、「作業日誌」「購買明細」「領収書」などが必要になり

ますので、ご用意ください。 

問合せ先 【農林部農業振興課】 ☎０１８２－３２－２１１２ 
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● 横手市農業経営安定化対策資金(マル農)利子補給補助金・自然災害型 

大雨による農業被害を受けた方が、営農再開のために横手市農業経営安定化対策資

金を借り受けた場合に、利子助成を行います。 

 

制度の名称 横手市農業経営安定化対策事業（利子補給） 

制度の内容 

この度の大雨災害により被害を受けた農家の皆様が、営農の再開

に伴う資金（運転資金）や機械・設備等に係る借入の償還に係る経

費について、横手市農業経営安定化対策資金を活用し融資を受ける

場合に、その利息について利子補給を行います。 

金融機関 自然災害型はＪＡ秋田ふるさとのみの取り扱いになります。 

利用できる方 市税等の滞納がない方 

融資利率 
１.５％（０.５％の利子補給あり） 

※詳細はＪＡ秋田ふるさと各支店にご確認ください。 

償還期限 １０年以内（据置３年以内） 

貸付限度額 個人のみ ２００万円 

申請書類 
申請手続きは、マル農資金と同様ですが、自然災害型については

申込時に、り災証明書が必要となります。 

利用の時期 平成２９年８月１日から平成３０年３月３１日まで 

問合せ先 【農林部農業振興課】 ☎０１８２－３２－２１１２ 

 

 

 

  



26 

● 農地及び農業用施設災害復旧事業補助金 

大雨により、被災した農地や農業用施設の復旧費用について助成いたします。 

 

制度の名称 農地及び農業用施設災害復旧事業 

制度の内容 

この度の大雨災害により被災した、農地・農業用施設の復旧費用

に対して助成します。 

補助率は、農地の復旧が５０％、農業用施設の復旧が６５％です。 

ただし、国庫補助事業に該当しない規模のもので、復旧費用５万

円以上４０万円未満が対象です。 

 

※規模が大きい被災箇所の復旧は国庫補助事業を活用することがで

きます。 

（国庫補助事業でも１０％の自己負担が必要となります） 

利用できる方 
農地の所有者や水利組合は活用することができますが、土地改良

区は補助金を受けることはできません。 

申請について まずは、被災写真と復旧見積書を持参しご相談ください。 

問合せ先 【農林部農林整備課】 ☎０１８２－３２－２１１４ 

 

 

 

● 農作物の被害に関するご相談 

 

問合せ先 【農林部農業振興課】 ☎０１８２－３２－２１１２ 

 

 

 

● 農地・圃場・山林・林道の被害に関するご相談 

 

問合せ先 【農林部農林整備課】 ☎０１８２－３２－２１１４ 
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そ の 他 の 市 の 制 度 

 

● 衛生に関するご相談 

床上・床下浸水被害にあわれた家屋の消毒を支援します。 

 

制度の名称 浸水した家屋の衛生指導 

制度の内容 

家屋等が浸水した時の衛生対策は、水道水等による洗浄で十分な

場合と浸水の状況により、消毒が必要な場合があります。 

消毒の必要性の判断や消毒液の提供など、消毒作業に関し、一定

の支援をしております。 

利用できる方 床下浸水・床上浸水等の被害を受けた方 

申請の方法 お電話などで、健康推進課までご相談ください。 

申請書類  なし 

利用の時期 随時 

問合せ先 【健康福祉部健康推進課】 ☎０１８２－３３－９６００ 

 

 

 

 

 

● 健康に関するご相談 

市の保健師が、被災された皆様のお悩みをお聞きいたします。 

 

制度の名称 健康相談 

制度の内容 

健康推進課・各地域局市民サービス課の保健師が、健康相談をお

受けいたします。災害等により、健康面や精神面で不安を感じてお

られる方は、お気軽にご相談ください。 

必要に応じて、訪問も行っております。 

利用できる方 ご相談されたい方 
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申請の方法 
お電話などで、健康推進課または各地域局市民サービス課までご

相談ください。 

申請書類  なし 

利用の時期 随時 

問合せ先 【健康福祉部健康推進課】 ☎０１８２－３３－９６００ 

 

 

 

 

 

● 上水道(濁り水・断水)に関するご相談 

 

問合せ先 【上下水道部水道課】 ☎０１８２－３５－２２５２ 

 

 

 

● 道路の堆積土砂に関するご相談 

 

問合せ先 【建設部建設課】 ☎０１８２－３２－２４０６ 

 

 

 

● 消火栓、ポンプ置場、消防水利の破損に関するご相談 

 

問合せ先 【消防本部警防課】 ☎０１８２－３２－１２４６ 

 

 

 

● 義援金に関するご相談 

 被災された方等に寄付したい方は、下記までご相談ください。 

 

問合せ先 【総合政策部財政課】 ☎０１８２－３５－２１６７ 
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他 団 体 の 制 度 

 

● ボランティア（横手市社会福祉協議会） 

横手市社会福祉協議会では、横手市災害ボランティアセンターを開設しています。 

 

制度の名称 災害ボランティアセンターに関すること 

制度の内容 

 この度の大雨により、自らの力で復旧できない被災された方を支

援するため、横手市社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを

開設しております。 

利用できる方 

【Ⅰ 災害ボランティアの派遣を受けたい方】 

 この度の大雨により被災し、家屋内の泥出しや清掃、家財の搬出

や整理などを、世帯自らで対応することが困難な方。 

 

【Ⅱ 災害ボランティア活動をしたい方】 

 横手市内に在住している方や市内の企業、団体、学校等に所属し

ている方 

申請の方法 

【Ⅰ 災害ボランティアの派遣を受けたい方】 

 下記の問合せ先にご連絡の上、お名前、ご住所、ご希望の依頼内

容（屋内外の清掃や片づけ、ゴミ出しなど）と人数、活動希望日な

どをお伝えください。 

 

【Ⅱ 災害ボランティア活動をしたい方】 

 活動希望日当日の午前８時３０分から午前９時までにボランティ

アセンター大森支所が設置されている横手市役所大森庁舎にお越し

ください。詳しくは、横手市社会福祉協議会ホームページをご覧く

ださい。 

※当面、大森地域における活動が主体となりますが、他地域での活

動となる場合があります。 

申請書類 

【Ⅰ 災害ボランティアの派遣を受けたい方】 

なし 

 

【Ⅱ災害ボランティア活動をしたい方】 

 受付時、名簿など必要書類にご記入いただきます。 
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利用の時期 
当面７月２５日（火）から１週間程度を予定しています。 

※状況により変更となる場合があります。 

問合せ先 

【横手市社会福祉協議会】 

①災害ボランティアセンター大森支所 

☎０１８２－２６－２８８８（ＦＡＸ兼） 

   ☎０８０－１６５６－５７９８ 

※１７時以降はＦＡＸでの依頼をお願いいたします。 

 

②災害ボランティアセンター本部（卸町） 

☎０１８２－３６－５３７７ 
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● 県税等（秋田県） 

 地震、風水害、落雷、火災、雪害などの災害により事業用資産、家屋、自動車など

に被害を受けられた方は、当該年度分の個人事業税、不動産取得税、自動車取得税な

どの税額のうち、災害を受けた日以後に納期限を迎えるもの（注）について、その被

害の程度に応じて減免やあるいは納税や申告の期限の延長ができることとなってお

ります。 

 このような県税の減免、あるいは期限の延長を受けるためには、一定の手続きが必

要です。（注）既に納付しているものは対象となりません（不動産取得税又は自動車

取得税の一部の要件を除く。） 

 詳細については、秋田県総合県税事務所 平鹿支所（☎０１８２－３２－０５９５）

にお問合わせください。 

 

制度の名称 県税の減免等 

制度の内容 

 

【Ⅰ 申告等の期限の延長申請】 

 

被害を受けたことにより、当初の期限までに県税の申告、申請ま

たは納付などができない場合は、期限の延長を申請することができ

ます。（延長できる期間は、おおむね災害が止んだ日から２か月以内

までです。） 

 

 

【Ⅱ 個人事業税の減免制度】 

 

① 災害により棚卸資産、事業用固定資産等に被害を受けた場合で、

損害の金額がその資産の価格の総額の１０分の３以上で、個人の

事業所得金額が1,000万円以下のとき。（秋田県県税条例第６２条

第１項第２号） 

② 災害により住宅又は家財に被害を受けた場合で、損害の金額がそ

の資産の価格の総額の１０分の３以上で、合計所得金額が1,000

万円以下のとき。（秋田県県税条例第６２条第１項第３号） 

 

（注）損害金額には、保険金等で補てんされる額は含まれません。 

 

減免される税額 

上記①の場合 

事業所得金額 事業税の減免額 

500万円以下 全額減免 

500万円超750万円以下 2分の1を減免 

750万円超 4分の1を減免 
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上記②の場合 

事業所得金額 事業税の減免額 

400万円以下 2分の1を減免 

400万円超 4分の1を減免 

 

減免を受けるための手続き 

災害の止んだ日から１月以内に申請書に次の書類を添付して総合

県税事務所へ提出してください。 

●市町村長等の発行する被災証明書 

 

 

【Ⅲ 不動産取得税の減免制度】 

 

減免の対象となる場合 

① 災害により滅失又は損壊した不動産に代わる不動産を３年以内

に取得したとき（秋田県県税条例第７９条第１項第１号） 

② 取得した不動産が取得してから１年以内に災害により滅失又は

損壊したとき（秋田県県税条例第７９条第１項第２号） 

 

減免される税額 

①の場合 

滅失又は損壊した不動産の固定資産台帳に登録された価格に税率 

を乗じた額を限度として減額 

②の場合 

災害を受けた家屋の状態 不動産取得税の減免額 

滅失または損壊したことにより

家屋の全部を取り壊したとき 

全額減免 

損壊した家屋を取り壊さなかっ

た場合 

損壊の程度に応じて一定額を減

免 

 

減免を受けるための手続き 

①の場合 

不動産取得税の納期限までに申請書に次の書類を添付して総合県税

事務所へ提出してください。 

●市町村長等の発行する被災証明書 

●滅失又は損壊した不動産の資産証明書 

②の場合 

災害の止んだ日から２月以内に申請書に次の書類を添付して総合県

税事務所へ提出してください。 
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●市町村長等の発行する被災証明書 

 

 

【Ⅳ 自動車取得税の減免制度】 

 

減免の対象となる場合 

①災害により滅失又は損壊した自動車（②の適用を受けた自動車を

除きます。）に代わる自動車を３月以内に取得したとき 

（秋田県県税条例第１１５条第１項第６号） 

②取得した自動車が取得してから１月以内に災害により滅失又は損 

壊したとき（秋田県県税条例第１１５条第１項第５号） 

 

減免される税額 

①の場合 

滅失又は損壊した自動車の滅失又は損壊した日において課税標準

となるべき価額に税率を乗じた額を減額 

②の場合 

全額減免 

 

減免を受けるための手続き 

①の場合 

自動車取得税の納期限までに申請書に次の書類を添付して総合県 

税事務所へ提出してください。 

●市町村長等の発行する被災証明書 

●自動車の登録事項等証明書 

②の場合 

災害の止んだ日から３月以内に申請書に次の書類を添付して総合

県税事務所へ提出してください。 

●市町村長等の発行する被災証明書 

●自動車の登録事項等証明書 

 

 

【Ⅴ 徴収の猶予】 

 災害により財産に損害を受け、税額を一時に納付することができ

ない場合に、１年以内（事情により最高２年まで）の期間に限り、

徴収の猶予を受けられることがあります。徴収の猶予の申請は総合

県税事務所納税部又は最寄りの支所までお問い合わせください。 
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利用できる方 被災された方（秋田県民税納税義務者） 

申請書類 

・申請書 

・り災証明書 

・その他必要書類 

利用の時期  随時 

問合せ先 【秋田県総合県税事務所 平鹿支所】 ☎０１８２-３２-０５９５ 

 

 

 

 

 

● 住宅リフォーム（秋田県） 

自然災害による住宅被害の復旧工事に要する費用の一部を支給いたします。 

 

制度の名称 秋田県住宅リフォーム推進事業 

制度の内容 

 この度の大雨災害により損壊した家屋の復旧工事（リフォーム）

費用の一部を支給いたします。 

なお、条件により、復旧工事以外の通常リフォームにも利用でき

る場合があります。 

工事に要する費用が５０万円以上など一定の条件がありますの

で、詳しくは下記問合せ先までご連絡ください。 

利用できる方 損壊した住宅等をリフォームしたい方 

申請の方法  秋田県平鹿地域振興局で手続きをお願いいたします。 

申請書類 

・補助金交付申請書 

・工事請負契約書または請書の写し 

・工事内訳明細書の写し 

・工事着手前の写真              …ほか 

利用の時期 随時 

問合せ先 【秋田県平鹿地域振興局建築課】 ☎０１８２－３２－６２０７ 
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● 運転免許証（警察） 

運転免許証を亡失した場合の再交付手続きは次のとおりです。 

再交付するには手数料が発生いたしますので、警察署等へお問い合わせください。 

 

制度の名称 運転免許証の再交付 

制度の内容 

 横手警察署または秋田県警察運転免許センターで、運転免許証の

再交付を受けることができます。 

なお、再交付されるまでの期間は、横手警察署はおよそ２～３週

間、免許センターは１日です 

申請の際、免許不携帯での運転はできませんので、必ず公共交通

機関等をご利用ください。 

利用できる方 運転免許証をなくした方 

申請の方法  警察署または秋田県警察運転免許センターで申請してください。 

申請書類 

・運転免許証再交付申請書（それぞれの窓口にあります） 

・本人確認資料（本人が確認できる健康保険証など） 

・印鑑 

利用の時期 受け付けは、平日の午前８時３０分から午後４時までとなります。 

問合せ先 
【横手警察署】 ☎０１８２－３２－２２５０ 

【秋田県警察運転免許センター】 ☎０１８－８６３－１１１１ 
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